
事業の目的
この法人は、様々な社会課題に対し独自の視点で研究した結果、根源的に解消することに成功した理論を社会に普及させることで社会課題を根絶し、その結果として世界中の人々が心から平
和になり、争いのない社会を実現することを目的とする。（定款 第3条）

1 事業目的

当財団は、様々な社会課題に対し独自の視点で研究した結果、根源的に解消することに成功した理論を社会に普及させることで
社会課題を根絶し、その結果として世界中の人々が心から平和になり、争いのない社会を実現することを目的とする。（定款 第3条）

２ 事業内容

定款 第3条に基づき以下の事業支援を行う。
1. 人間関係に伴う様々な問題を一元的に解消する無意識カウンセリング手法をWEBサービス化し、例えば自殺の問題に関して自己
診断により、 自ら気づき、思いを踏みとどまり、人生を初期化できるWEBﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発（法人向けB to B）を支援する。

2. 人づくり・家族づくりを基盤にした会社創り、地域創り、環境創りの普及啓発、及び調査研究並びに経済面において倒産・廃業、また
事業承継問題に関する課題解決の社会提言を引き続き支援する。

3. 絶対平和の実現の為の社会提言とその活動を支援する。
4. 当財団ホームページを充実し社会提言支援を図る。
5. 前各号に掲げるもののほか、当財団の目的を達成するために必要な事業支援を行う。

２．財団支援事業について

・助成金額： 助成総額300万円
1事業あたりの申請額の上限は、
① 30万円まで
② 31万円から100万円まで、
の2通りとする。

・助成率(申請額に対して、財団が助成を
する場合)
① 30万円までは10/10(申請し採択さ
れた場合、満額を助成)。

② 31万円～100万円までは2/3(申請し
採択された場合、財団が申請額の2/3を
負担し、残りは申請者の自己負担となる)

※１事業の最大の助成額は66万円となる。

１．革新的セルフメンタルケアのための
WEBプラットフォーム開発、および調査
研究支援

４．寄付金の状況

一般人向け（B to C：第一期開発）で実施
した「革新的セルフメンタルケアを目指した
悩み解消WEBサービスの開発支援」を
行う。
さらに、B to B（法人向け）に広く社会
全般へ浸透させるために、WEB上からでも
労働安全衛生法第13条に即した
「産業医連携によるWEB指導」や「企業向け
に想定した自動化決済システム処理の
構築等」を「第二期開発支援」として行う。

３．役員等の構成

（１）代表理事 池田 壽子
理 事 石川 匡伸
理 事 佐藤 数行

（２）監 事 松本 孝史
（３）事務局 宮内 布紀

吉田 恭子
（４）評議員 加藤 久美子

水谷 理恵子
糸永 亜璃沙
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